
様式第１号（第４条関係）  
 

 
保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書  

 
   年   月   日  

 
       様  

 
           請 求 者  住 所 又 は 居 所 （ 所 在 地 ）  
               氏 名 （ 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  
               電 話 番 号  
 

 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平 成 15年 法 律 第 57号 ）第 77条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 保 有 個 人 情 報 の 開 示 を 請 求 し ま す 。  

開 示 を 請 求 す る 保 有 個

人 情 報  

 

求 め る 開 示 の 実 施 の 方

法 等  

注 ）こ の 欄 は 、任 意 で 記

載 す る こ と が で き ま

す 。  

⑴  事 務 所 に お け る 開 示 の 実 施 を 希 望 す る 。  

 ［ 実 施 の 方 法 ］  ① 閲 覧 ・ 聴 取 ・ 視 聴  ② 写 し の 交 付  

［ 開 示 の 実 施 を 希 望 す る 日 ］     年   月   日  

⑵  写 し の 送 付 を 希 望 す る 。  

 

写 し の 交 付 又 は 送 付 を 希 望 す る 場 合 に は 、 写 し の 種 類 を

選 択 す る こ と が で き ま す 。  

［ ① 用 紙 （ モ ノ ク ロ ）  ② 用 紙 （ カ ラ ー ）  ③ CD - R  

④ DV D - R］  

代 理 人 が

開 示 請 求

を す る 場

合 の 本 人

の 氏 名 等  

代 理 人 の

区 分  

⑴  未 成 年 者 の 法 定 代 理 人  

⑵  成 年 被 後 見 人 の 法 定 代 理 人  

⑶  本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人  

本 人 の 住

所 又 は 居

所 及 び 氏

名  

住 所

又 は

居 所  

 

氏 名   

手 数 料 等 の 減 額 又 は 免

除 を 受 け よ う と す る 場

合 の 理 由  

（ 開 示 請 求 の 対 象 が 保

有 特 定 個 人 情 報 で あ る

場 合 に 限 り ま す 。）  

⑴  本 人 が 生 活 保 護 法（ 昭 和 25年 法 律 第 144号 ）の 規 定 に

よ る 保 護 を 受 け て い る た め  

 

⑵  そ の 他 （                ）  

※ 請 求 者 の 確 認  

□ 運 転 免 許 証  □ 健 康 保 険 被 保 険 者 証  □ 個 人 番 号 カ ー

ド  □ 在 留 カ ー ド 、 特 別 永 住 者 証 明 書 又 は 特 別 永 住 者 証

明 書 と み な さ れ る 外 国 人 登 録 証 明 書  □ そ の 他

（            ）  

※ 代 理 権 の 確 認  
□ 戸 籍 謄 本  □ 成 年 後 見 登 記 事 項 証 明 書  □ 委 任 状  □

そ の 他 （               ）  

※ 手 数 料 等 の 減 額 又 は

免 除 を 受 け よ う と す

る 理 由 を 証 明 す る 書

面  

□ 生 活 保 護 受 給 証 明 書  

□ そ の 他 （                 ）  

 
（ 注 意 事 項 ）  

１  各 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 し 、 該 当 す る 番 号 に 〇 印 を 付 け て く だ さ い 。  



２  「 開 示 を 請 求 す る 保 有 個 人 情 報 」 は 、 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 を
特 定 す る こ と が で き る 事 項 （ 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 が 記 録 さ れ て
い る 地 方 公 共 団 体 等 行 政 文 書 の 名 称 等 ） を 、 な る べ く 具 体 的 に 記 載 し て
く だ さ い 。  

３  本 人 が 開 示 請 求 を す る 場 合 は 、 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 被 保 険 者 証 そ の
他 の 本 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 提 示 し 、 又 は 提 出 し て く だ さ い 。  

４  法 定 代 理 人 が 開 示 請 求 を す る 場 合 は 、 戸 籍 謄 本 、 成 年 後 見 登 記 の 登 記
事 項 証 明 書 そ の 他 の 法 定 代 理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 （ 開 示 請 求 を
す る 日 前 30日 以 内 に 作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。）及 び 法 定 代 理 人 が 本 人
で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 提 示 し 、 又 は 提 出 し て く だ さ い 。  

５  本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 開 示 請 求 を す る 場 合 は 、 委 任 状 そ の 他 の 代
理 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 （ 開 示 請 求 を す る 日 前 30日 以 内 に 作 成 さ
れ た も の に 限 り ま す 。）及 び 代 理 人 が 本 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 提
示 し 、 又 は 提 出 し て く だ さ い 。  

６  開 示 請 求 書 を 郵 送 す る 方 法 に よ り 開 示 請 求 を 行 う 場 合 に は 、 ３ か ら ５
ま で に か か わ ら ず 、 開 示 請 求 書 と 併 せ て 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し て く
だ さ い 。  
⑴  開 示 請 求 を す る 本 人 、 法 定 代 理 人 又 は 本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 本

人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 を 複 写 機 に よ り 複 写 し た も の  
⑵  開 示 請 求 を す る 者 の 住 民 票 の 写 し そ の 他 そ の 者 が ⑴ の 書 類 に 記 載 さ

れ た 本 人 で あ る こ と を 証 明 す る 書 類 （ 開 示 請 求 を す る 日 前 30日 以 内 に
作 成 さ れ た も の に 限 り ま す 。）  

⑶  法 定 代 理 人 が 開 示 請 求 を す る 場 合 に は 、 法 定 代 理 人 で あ る こ と を 証
明 す る 書 類  

⑷  本 人 の 委 任 に よ る 代 理 人 が 開 示 請 求 を す る 場 合 に は 、 代 理 人 で あ る
こ と を 証 明 す る 書 類  

 ７  手 数 料 等 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 本 人 が 生 活 保 護 法
の 規 定 に よ る 保 護 を 受 け て い る こ と を 理 由 と す る 場 合 は こ れ を 証 明 す る
書 面 を 、 そ の 他 の 事 実 を 理 由 と す る 場 合 は そ の 事 実 を 証 明 す る 書 面 を 添
付 し て く だ さ い 。  

８  ※ 印 の 欄 は 、 記 載 し な い で く だ さ い 。  
 


